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１．総則 

本仕様書は、鹿島市学校施設における空調設備一式の賃貸借について定める。 

 

２．導入の目的・概要 

鹿島市学校施設に高効率空調機器を導入することで、近年の急激な気温上昇に対して心地

よい学習環境を整え学びや健康を保護し、効率的な消費電力量削減に伴う温室効果ガス削

減及び維持経費削減を図ることを目的としている。 

そのため、高効率空調機器の本来の機能を維持し、常時良好な状態において使用できる 

ために、賃貸者は誠意をもって確実に実施するものとする。 

また、本事業により「省エネ法」・「鹿島市環境基本計画」等、節電・省エネ関連計画 

の削減目標達成に向けた取組みを推進する。 

なお、本事業は、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再

エネ推進交付金。以下「環境省交付金」という。）を本市が受け、本市が間接交付する補

助金（以下「補助金」という。）の対象事業となる。 

 

３．契約概要について 

（１）件名 

「令和８年度～令和１３年度 鹿島市学校施設空調設備賃貸借」 

（２）履行場所 

鹿島市立小学校６校（鹿島小学校、能古見小学校、古枝小学校、北鹿島小学校、 

七浦小学校、明倫小学校） 

鹿島市立中学校１校（西部中学校） 

教室数：全１０教室 

※別紙1「対象施設位置図、平面図」参照 

※別紙2「対象施設一覧・機器仕様」参照 

（３）賃貸借物品 

空調設備 一式(その他、取付けに必要な資材) 

※別紙2「対象施設一覧・機器仕様」参照 

（４）作業期間 

契約日から令和８年８月３１日（予定） 

（参考：夏休み期間７月１８日～８月２４日） 

※別紙3「設置スケジュール（案）」参照を参考とすること。 

ただし、各学校との協議において作業日程を調整すること。 

（５）賃貸借期間 

令和８年９月１日（予定）より、５年間（６０か月）の賃貸借を開始するものとする。 

ただし、賃貸借開始は、検査後とする。 
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なお、作業期間に変更が生じる場合は発注者と協議により賃貸借期間の変更を行うものと

する。 

（６）賃貸借契約期間満了時の取り扱い 

賃貸借契約期間満了後の空調設備一式は、無償で発注者へ引き渡すものとする。 

（７）補助事業について 

ア.本事業は環境省地域脱炭素移行・再エネ推進交付金環境省交付金（重点対策加速化事

業）対象事業となる。 

イ.本事業の空調設備設置にかかる設置費（設置費に含まれる内容は4.(1)参照）について

は補助金交付申請及び支払いの請求をDX・ゼロカーボン推進室に行うこと。 

補助率 1/2以内 

補助金交付上限金額 14,800,000円 

※補助金交付上限金額の２倍の額が本事業の設置費の上限とは限りません。 

ウ．鹿島市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金要綱に基づき補助金交

付申請書と関係書類（見積書、省エネ計算書等）を入札書と合わせて提出すること。

（補助金申請については鹿島市のHPをご確認ください。補助金に関してご不明な点が

ございましたら「鹿島市 DX・ゼロカーボン推進室」にお問合せください。） 

エ.補助対象経費から消費税の除外について 

補助金申請額の算定段階において消費税は補助対象経費から除外して補助金額を算定

すること。 

詳細については環境省 補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について（平成24

年８月９日）を参照すること。 

（８）補助金の活用によるリース料の算定及び支払 

ア.リース料は全60回の分割払い（月払い）とする。なお、補助金を控除せずに計算した

リース料期間総額（消費税及び地方消費税を含まない。）から補助金を控除した額に

消費税及び地方消費税を加算して契約金額を計算するものとし、契約金額を60で除し

たときに１未満の端数が発生した場合、端数分を初回支払額に合算する。 

イ.リース料の支払いは令和８年９月分を令和８年１０月に行い、それ以降毎月払いとす

る。 

ウ.リース料の請求については教育総務課に行うこと。 

 

４．賃貸借契約内容について 

賃貸借契約に含まれる内容については、設置費（補助対象となる事業費）と維持管理費等

（補助対象外）に分けるものとする。 

（１）設置費に含まれる内容は以下とする。 

ア．空調設備設置にかかる調査・設計 

イ．空調設備及び設置に必要な付属品一式 
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ウ．空調設備設置に係る工事費（※６.工事（設置）仕様について 参照） 

エ．空調設備設置に伴う梱包材及び発生材等の処分費用 

※ 補助対象となる事業費については別紙5「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領

別表第1」に準ずるものとする。 

 

（２） 維持管理費等に含まれる内容は以下とする。 

ア．設置後から賃貸借期間終了までの間、賃貸借空調設備に不具合が生じた場合は、原則

として連絡を受け迅速な対応をし、修理、交換等必要な措置（受注者の責任及び費用

負担において、修理、交換等）をとること。 

また、修理、交換等の措置を講ずる場合は、施工について発注者と十分に打合せを行

うとともに、修理、交換等が生じた旨（対応日、対応者、原因、措置内容等）を発注

者に書面で報告すること。 

イ．賃貸借機器の配線、配管等は、修理の対象に含むものとする。 

ウ．保険費用 

受注者は空調設備の設置後から賃貸借期間終了までの間、適切な動産総合保険等に 

加入し、空調設備に不具合が発生した場合は、速やかに交換等の措置を行うこと。 

エ．賃貸借金利（当該金利とは、リース料に対して適用される金利を指す。） 

オ．賃貸借機器の室内機のフィルター清掃を年１回（冷房運転前）実施すること。 

カ. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６ 

４号）（改正新法平成２７年４月施工 略称「フロン排出抑制法」）その他の関連法 

規を厳守し、点検者として年４回（４～６月、７～９月、１０～１２月、１～３ 

月）の簡易点検を行い報告書の作成を行うこと。 

キ. その他経費 

ク．受注者は空調設備の設置後から賃貸貸借期間終了までの間の維持管理について、 

緊急連絡先、担当者名を記載した書面を発注者及び各施設に届け出ること。ま 

た、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。 

ケ．発注者が空調設備の設置個所を変更するときは、受注者の承諾を得たうえで、発 

注者負担により空調設備の取り外し、設置及び調整をする。 

コ．前項にあたり、空調設備の取り外し、設置及び必要な情報を発注者に提供するこ 

と。 

サ．設置個所を変更した空調設備についても、賃貸借期間終了まで維持管理の対象と 

すること。 

シ．空調設備設置に伴うアスベスト処分費※1 

※1 西部中学校会議室外壁にはアスベスト含有が確認されているため対策費、処分

費を含むものとする。 

調査未実施箇所にてアスベストが確認された場合のアスベスト処分費等については別
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途協議を行うものとする。（別紙4 「アスベスト含有調査状況」 参照） 

ス. 空調設備設置に伴うアスベスト含有調査 

セ．アスベスト含有調査の結果から撤去、処分が必要な箇所について撤去、処分を行うこ

と。 

※1 西部中学校外壁にはアスベスト含有が確認されているため対策費、処分費を含 

むものとする。 

調査未実施箇所にてアスベストが確認された場合のアスベスト処分費等について 

は別途協議を行うものとする。 

 

５．リース物件の仕様及び要求事項について 

（１）仕様 

ア．リース物件は、空調設備一式（室内機、室外機、リモコン、付属品、その他設置に必

要な資材一式）とし、別紙1 「対象施設一覧・機器仕様」に記載の要求仕様を満たすも

のを選定すること。 

イ. 選定する空調設備は省ＣＯ２効果が30％以上のものを選定すること。 

ウ. 省ＣＯ２効果は同等能力の従来設備（2006年度モデル）との比較によって算出するこ 

と。※従来設備の経年劣化は考慮しないものとする。（新品と比較を行うこと） 

エ. 算出された省ＣＯ２効果が30％以上であること確認し、空調設備メーカーの省エネ 

計算書を発注者に提出すること。 

※運転時間は平日の8時～16時30分とすること。 

オ．新たに設置した空調設備については学校ごとに職員室等一室で、稼働状況の確認、集

中管理ができること 。既存の集中管理リモコンを用いてもよい。 

 

（２）新設機器選定の考え方 

空調設備が未設置の特別教室等への新設については，原則，他教室の既設の空調設備の空

調方式を採用し別紙1の仕様と同等以上のものを選定すること。電気容量，費用対効果の

観点から検討を行い，施工個所の状況を勘案して機器及び空調方式を発注者と協議の上決

定すること。なお，各学校の電気容量の最大負荷容量は電気主任技術者に確認し、機器仕

様書に記載されている同等の設備であれば，受変電設備の増設等は必要ないことを確認し

ている。 

ア．冷暖房完備型とすること。 

イ．学習等に支障のでないよう静粛性に配慮すること 。 

ウ．故障等の稼働停止時に即応できる体制を構築すること。 

エ．設備規模（能力や台数等）については【別紙２】に示す各対象施設の平面図等によ

り、効率的な設備稼働等を考慮し、空調設備を選定すること 

（３）その他要求事項 
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ア．年間を通して快適な教育環境を提供すること。 

イ．安全性，操作性，維持管理性，省エネ性，効率性に優れ，環境負荷の少ない設備とす

ること。 

ウ．耐久性に優れ長寿命化を可能とし，費用対効果の高い設備とすること。 

エ．事業期間において，法令等を遵守すること。また，学校及び近隣への影響（騒音，臭

気，振動，排熱，高調波等）を与えない設備とすること。なお必要に応じて防音壁等

の対策も講じること。 

オ．学校名・設置場所・設置年度・機器情報等が特定できるように各機器（室内外機）に

番号を付けて管理すること。 

 

６．工事（設置）仕様について 

（１） 受注者は、受注者の責任のもと、原則として鹿島市内の工事事業者等により設置

するものとし、当該作業に必要な資格を有するものを選定すること。 

（２） 設置期間は、学校夏休みの休暇期間を含むため、工事による生徒の学校生活に支

障が出る作業については土日や夏休み期間に行うなど考慮すること。 

       作業日については学校と協議をした上で生徒の学校生活に支障がなければ平日の

日中にも可能である。 

       夏休み期間：７月１８日～８月２４日 （予定） 

（３） 施工に必要な調査や、空調設置作業については生徒との接触がなるべくないよう

学校との十分な協議を行い、作業工程の作成を行うこと。 

（４） 工事着手前に現地調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施するもとし、調査

等において仕様書との相違を発見した場合には、速やかに発注者に報告し、協議

すること。 

（５） 受注者は、業務着手時、納品時及び受注者が必要と認める時は、打合せ協議を実

施するものとする。また、受注者は、工事着手前に、発注者と施工日程、時間及

び仮設計画等について、綿密に打合せを行い、その協議内容を報告すること。 

（６） 設置作業に使用する雑材はすべて新品とする。 

（７） 室内機には振れ止め措置、室外機には転倒防止措置を行うもの。 

（８） 室外機を設置する架台についてはコンクリート架台またはコンクリート基礎に固

定をすること。 

（９） 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲と

して実施すること。 

（１０） 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と調整し、事故及

び紛争等を防止すること。 

（１１） 工事期間中、火災保険又はそれに代わる請負賠償責任保険等に加入し、証書の

写しを提出するものとする。 
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（１２） 施工にあたり、施設運営への影響が最小限となるよう配慮するとともに、施設

利用者等の安全に配慮した施工管理とすること。 

（１３）搬出入経路については、施設運営上の支障に留意し、発注者の承諾を得ること。 

（１４）作業車及び運搬者等の車両の駐車場所や、資材置場、搬出物の仮置場等の施設の 

敷地内における必要な場所については、事前に発注者の承諾を得ること。 

（１５）空調機器設置に伴い、天井改修等が必要な場合は、これを受注者の負担で行 

い、現状復旧を行うこと。 

（１６）施工に伴い、各種備品等を移動する必要がある場合は、発注者と協議のうえ、原 

則受注者がこれを行うこと。 

（１７）作業中は、粉塵の飛散に十分留意し、適切な養生を行い、作業終了後は清掃を行 

うこと。 

（１８）設置作業の前後に当該空調回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がな 

いことを確認し、発注者へ報告すること。 

（１９）設置工事に伴い発生した発生材については、関係法令を遵守し、受注者で処分 

するものとし、産業廃棄物処理管理表を提出すること。 

（２０）本仕様書に記載しない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編、機械設備工事編）」最新版、「公

共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編、機械設備工事編）」最新版及び

「公共施設整備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）」最新版に準拠

するものとし、遵守すること。 

（２１）設置作業に関して本仕様に明記のない事項に質疑が生じた場、発注者と協議する 

こと。 

 

空調設備設置に係る作業費に含まれる作業 

・空調設備設置に伴う、内装工事費及び電気工事 

・室内機の振れ止め措置 

・室外機の転倒防止措置 

・架台設置、基礎工事 

・ドレンアップキット設置 

・配管貫通部補修及び窓ガラスのアルミパネル交換作業 

 

７．検査について 

（１） 取替完了した施設は、速やかに「9.提出書類一覧」に示す書類を提出し、検査を

受けること。 

（２） 足場（脚立足場を除く。）を使用して取替工事を行った箇所については、事前に

発注者に報告し、検査時期の協議を行うこと。 
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（３） 検査は受注者の立会いのもと行うこと。 

（４） 検査で是正指示があった個所については、受注者の責において賃貸借開始日まで

にこれを是正し、是正報告（前後写真等）を発注者に行うこと。 

 

８．その他特記事項 

（１） 賃貸借機器の設置完了後、速やかに完成図書を提出し、設置内容・作業内容等 

全般について発注者に説明すること。 

（２） 賃貸借機器の各学校事務担当者に使用説明（操作方法、緊急時の対応等）を実施

すること。 

（３） 賃貸借機器に所有者・賃貸借期間を表示するシールを貼付し、リース物件であ 

ることを表示すること。 

（４） 受注者は、賃貸借期間開始日を待たずに、施工した空調設備の仮使用を認めるこ 

と。 

（５） 本契約の履行にあたり、受注者が提供した全ての情報について、第三者に開示ま

たは漏洩しないこととし、そのための必要な措置を講ずるものとする。 

（６） 建築基準法、消防法、建設業法、労働安全衛生法、建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で、政令で定めるもの

に準拠すること。 

（７） 発注者と受注者の責任分担は、原則として別表1「予測されるリスクと責任分担に

ついて」によるものとする。なお、受注者が責任負うべき事項で、発注者が責任

を負うべき合理的な理由がある場合や現段階で分担が決定されていないものにつ

いては、別途、協議を行う。 

（８） 本契約は、本仕様書に沿って実施するものとし、記載なき事項又は内容に疑義が

生じた時は、その都度、受注者と協議をし、これを処理するものとする。 
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 ９．提出資料一覧 

次に掲げる書類２部及びデータ一式（CD-R）で期日までに発注者へ提出すること。 

時点 提出書類 内容 備考 

設置前 施工計画書 

① 実施工程表  

② 施工体系図  

③ 緊急体制及び連絡先  

④ 仮設計画 

搬入ルート、工事区間、

資材置場等を記載する。 

足場等を利用する場合は

計画図等。 

⑤ 現場代理人等通知書 

監理技術者又は主任技術

者の資格証の写し及び経

歴書を添付すること。 

設置後 

完成図書 

（②及び⑦は

対象施設毎に

作成） 

① 空調設備設置前後の写真  

② 空調設備一覧  

③ 試験調整結果一覧  

④ 絶縁抵抗・導通試験結果一覧  

⑤ 空調設備仕様書  

⑥ 産業廃棄物処理管理表  

⑦ 維持管理期間中の緊急連絡先 

及び担当者 
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【別表1】予想されるリスクと責任分担表について 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

発注者 受注者 

事業 

全般 

募集要領の誤り 
募集の記載事項に重大な誤りがあるも

の 
○  

安全性の確保 
事業遂行に伴う施設、利用者への安全

確保 
 ○ 

環境の保全 
事業施行に伴う騒音、振動、高調波等

環境への影響 
 ○ 

税制変更 
税制の変更 ○  

法令、許認可の変更 ○ ○ 

事業の中止・延期 
発注者の指示によるもの ○  

事業者の調査不足、中止、延期  ○ 

調査設

計段階 

不可抗力 天災等による設計変更、中止、延期 ○ ○ 

物価変動 
急激なインフレ・デフレなど物価変動

による計画の見直し 
○ ○ 

計画変更 

発注者の指示によるもの ○  

受注者の調査不足、判断の不備による

もの 
 ○ 

工事 

段階 

第三者賠償 工事における第三者への損害賠償義務  ○ 

不可抗力 天災などに設計変更・中止・延期 ○ ○ 

物価変動 
急激なインフレ・デフレなどの物価変

動による工事の見直し 
○ ○ 

設計変更 

発注者の指示によるもの ○  

受注者の調査不足、判断の不備による

もの 
 ○ 

用地の確保 資材置き場等の確保  ○ 

工事延期・未完工 

本市の責による引渡しの延期 ○  

必要な場所への立ち入り許可が下りな

い場合の遅延または未完工 
○ ○ 

受注者の責による遅延  ○ 

性能 

空調設備の製品不良、工事・施工不良

による要求使用不適合  

 

○ 

 



11 
 

 

一時的損害 
引渡し前に工事目的および既設建物、

設備に生じた損害 
 ○ 

工事費増額 
発注者の指示、承諾による工事費 ○  

受注者の判断によるもの  ○ 

支払 

段階 

支払遅延・不能 
本市の責による支払いの遅延、不能に

よるもの 
○  

金利の変動 市中金利の変動  ○ 

維持 

管理 

段階 

計画変更 

用途の変更等、発注者の責による内容

の変更 
○  

受注者が必要と考える計画変更  ○ 

維持管理費の上昇 計画変更以外の要因による費用の増大 ○ ○ 

本設備の損傷 

発注者の故意・過失又は施設に起因す

る本設備の損傷 
○  

受注者の故意・過失による本設備の損

傷 
 ○ 

施設損傷 
受注者の故意・過失又は本設備に起因

する施設・設備の損傷 
 ○ 

瑕疵担保 本設備に関する隠れた瑕疵の担保責任  ○ 

不可抗力 
火災・天災になど不可抗力による本設

備の損傷 
○ ○ 

本設備の不良 本設備が所定の性能を達しない場合  ○ 


